
　　「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策事業」において、本県
　の社会資本整備や防災対策に、この事業を最大限活用し、県土の強靱化を推進
　するため、以下の措置を適用できることとし、事業執行の円滑化を図ります。
　　適用は、令和3年4月1日以降の入札公告からとなります。

◯対象工事

　予定価格（税抜き）１億円以上２億円未満の下記工事

　◆「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策事業」に関する工事
　　　「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策事業」に引き続き継続

　◆通常事業に関する工事
　　　対策期間は５か年加速化対策事業期間中の令和３年度～令和７年度を想定
　　　令和３年度は試行的に実施
　　　以降、年度毎に状況を見極めて対応を判断

◯講じる措置

　　①総合評価落札方式（特別簡易型※）を適用
　　　　なお、橋梁上部工事、水門工事等高度な技術力を要するものは、従来どおり標準型を適用

※通常予定価格（税抜き）1億円未満で実施しているものを2億円未満に拡大

　　②1億円未満の総合評価落札方式に適用している厳格な低入札価格調査を適用
　　　　なお、算定式は現行の１億円以上の算定式を適用

（直接工事費の97%＋共通仮設費の90％＋現場管理費の90％＋一般管理費の55%）

　×ランダム係数

　　③予定価格の事前公表
　

　　④入札公告期間の短縮
　　　　１０日短縮（２５日以上を１５日以上に変更）

　　入札執行の迅速化・効率化について
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